
対象書類 雇用保険被保険者数お知らせはがき（令和３年３月送付分）

対象内容
➀管轄公共職業安定所・電話番号
事業所の管轄公共職業安定所は、従来どおりの取り扱いです。
当該はがきに関するお問い合わせおよびその他雇用保険関係手続きの申請は、従来どおり
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所にお願いします。
なお、東京都内の事業所の管轄公共職業安定所の一覧は下記のリンク先を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/tokyo/antei.html

②労働保険番号
当該はがきに記載されている労働保険番号に変更になったものではございません。
各種手続きには、従来どおりの労働保険番号を記載していただくようご注意願います。

東京労働局管轄の事業主・社会保険労務士・労働保険事務組合の皆さまへ

東京労働局・ハローワーク
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【重要なお知らせ】お詫びと注意喚起
雇用保険被保険者数お知らせはがき（令和３年３月送付分）

の印刷内容の一部に誤りがありました
令和３年３月に、厚生労働本省から東京労働局管轄の雇用保険適用事業所（以下「事業所」という）に

郵送した雇用保険被保険者数お知らせはがきの印刷内容の一部に誤りがありました。
本件に伴い、東京労働局管轄の事業主・社会保険労務士・労働保険事務組合の皆さまには、多大なご迷

惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後このようなことがないよう、十分注意して
まいります。
印刷内容に誤りがある可能性のある対象書類と内容、ご注意いただきたい点は、以下のとおりです。
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